
平成２６年度 第３回松山支部理事会議事録 
 

日  時  平成２６年９月１８日（金）１３：３０～１６：１０ 

場  所  愛媛県行政書士会館 ３階会議室 

出席者数  支部長１人 副支部長１人 理事７人 

 

１．開会 

司会の久保副支部長より、平成２６年度第３回の松山支部理事会を開くと宣言した。 

２．支部長あいさつ 

  山本支部長より、行政書士制度広報月間の活動について、分担して周知するようにという

事に触れ、あいさつをした。 

３．議事日程及び配布資料説明 

平成２６年６月２７日午後１時３０分から午後１６時３０分までを予定し、その後、封入

作業をするという事で、配布資料の確認を行った。 

４．理事会の根拠条文等について 

司会より、理事会の構成及び招集は、支部規則第２１条の規定により行うことを確認。 

理事会の成立根拠である支部規則第２４条の「構成員の半数以上の者が出席しなければ、

会議を開くことができない」との規定から、構成員は、支部長１人、副支部長１人、理事７

人、合計９人であることを述べ、本日全員出席により成立を確認した。 

定足数の確認後、支部規則第２３条の規定により山本支部長が議長に就任し、議事録署名

人に大政理事・入川理事、議事録作成者に田之内理事を選任した後、議案の審議に入った。 

 

５．議案 

  （１） 行政書士制度広報月間について 

  （２） 第１回新入会員歓迎交流会、第１回支部研修会・交流会の反省事項について 

  （３） 選挙関連細則等の整備について 

  （４） 第２回支部研修会・交流会について 

  （５） その他  

 

６．協議事項 

 （１） 第１号議案 平成２６年度行政書士制度広報月間について 

    ア 官公署訪問及び立札調査 

      理事会で分担して訪問・調査を行う。 

      各市長及び農業委員会は、支部長と副支部長が訪問する。 

       松山・東温・砥部        副支部長 



       伊予・松前・久万高原町     支部長 

      警察署 

       東・西             岡田 

       南               木口 

       伊予・久万高原町        支部長 

       県警本部            副支部長 

中予地方局            岡田 

 

    イ みんなの生活展２０１４への協力 

      今年の日程は、無料相談会の後になっている 

支部会員へ募集を行うが、応募数が足りない場合は理事が対応する。 

       １０月１８日(土) １０：００～１３：００ 東   

１３：００～１６：００ 岡田 

       １０月１９日(日) １０：００～１３：００ 入川  

１３：００～１６：００ 木口 

       

    ウ 愛媛ＣＡＴＶへ出演しての制度ＰＲ 

      支部長、副支部長、岡田理事、田之内理事が、理事会の前に収録をした。 

      ９月２４日～２６日の３日間は、愛媛ＣＡＴＶで集中的に放送するとのこと。 

      その他、メディアステーションで流れるとのこと。       

 

    エ 無料相談の開催 

      今年は２日間、２場所で行う。 

      ① 松山市役所１１階 大会議室 

        平成２６年１０月８日（水） 午前９時３０分～午後４時３０分まで 

      ② 松山市役所北条支所 北条コミニティーセンター 

        平成２６年１０月１６日(木) 午後１時～午後４時まで 

      当日の準備について前回の理事会で決定したが、再度確認を行った。 

      ①は理事全員出席、②は支部長、久保副支部長、岡田・東・木口理事が出席 

 

（２） 第１回新入会員歓迎交流会、第１回支部研修会・交流会の反省事項について 

    第１回新入会員歓迎交流会  

参加者４名。もっと積極的に参加してもらえるようにするにはどのようにすればい

いか協議した。 

第１回支部研修会・交流会 

改善点について協議した。 

     その他、松山支部ミニ研修会についても第１回、第２回と開催したことについて報

告した。 



 

（３） 選挙関連細則等の整備について 

前回の理事会での協議をもとに修正し、再協議をした。 

     投票受信簿については、受信した枚数、開票された時の枚数、後納郵便で請求され

た枚数が一致するよう、チェックポイントを増やすために設ける。 

     投票用紙の複製防止は、委員会が行わなければならないとすることについて、方法

としては、ホログラム用紙や複製時に複製と文字が印刷される用紙の使用、委員会の

押印等がある。最終的にどのような方法を採るかは委員会が決定する。 

     立候補にあたっての所信は、８００字以内とし、枠内に書ききれない場合は別紙で

も可能とする。 

 

（４） 第２回支部研修会・交流会について 

下記のとおり予定した。 

    日時：平成２６年１１月２８日（金） 午後２時００分～午後５時００分 

    場所：行政書士会館を予定 

       参加人数、交流会との関係で調整する。 

 内容：行政書士の業務を行うにあたり関わる一般的な税の話について 

講師は１人、宮川晶子理事を予定。 

 

（５） その他  

     松山支部のゴルフコンペの交流会は未定。 

     外部講師による研修会を予定。 

 

７．閉会 

 支部長は議長を降り、司会が平成２６年度第３回理事会の終了を宣言した。 

 

以上で議案の審議を終了し、１６時１０分閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

上記の議事経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人

は、下記に署名及び押印する。 

 

平成２６年  月  日 

 

愛媛県行政書士会松山支部第３回理事会 

 

 

議    長                                  

 

議事録署名人                                  

 

議事録署名人                                 

 

 


